
































令和５年度 第４回 袖ケ浦市都市計画審議会 

 

日 時  令和６年１月１２日（金） 

午前１０時から 

場 所  袖ケ浦市役所 

中庁舎４階第二委員会室 

 

 

次      第 

 

１ 開  会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議事録署名人の選出 

 

５ 議  事 

（1）都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第３条第１項の規定による土

地の区域の指定について（付議）                【資料１】 

 

（2）袖ケ浦都市計画生産緑地地区の変更について（付議）      【資料２】 

 

（3）建築基準法第５１条ただし書の規定による処理施設(一般廃棄物処理施設)の敷地

の位置(袖ケ浦市)について（付議）               【資料３】 

 

（4）その他 

 

６ 閉  会 
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都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第３条 

第１項の規定による土地の区域の指定について   

 

「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例（以下「県条例」という。）」

の施行に合わせ、市街化調整区域において県条例で指定する土地の区域を図面等によ

り明確化を図るよう、県から区域指定方針が示されたことから、市は区域指定の手続

きを進めております。 

今回、県より区域指定を行う「区域原案」の協議を受けたことから、本審議会へ付

議するものであります。 

 

（１）区域の指定手続きについて 

  ・裏面、「区域の指定手続きフロー図」参照 

   ・今後の予定について 

     令和６年１月12日  市都市計画審議会付議 

            ２月上旬 県開発審査会への意見聴取 

            ３月下旬 区域指定の告示（県報登載） 

            ４月１日 施行 

 

（２）区域原案について 
 

    「資料１－２」参照 

 

 

 

 

 

 

資料１－１ 
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区域の指定手続きフロー            ※（ ）の日程については予定 

 住 民 市町村 県 

申 出 

   

指 定 

   

 

回 答 

（3 月下旬） 

防災部局協議 

住民説明 

素案確認 

申出案作成 申出受理 

素案作成 

庁内照会 

市町村へ 
意見照会 

意見確認 

区域原案作成 

パブリックコメント実施（千葉県行政手続条例） 

区域原案協議 協議内容確認 

都市計画審議会 

協議への回答 区域案の作成 

開発審査会 

告 示 
（区域指定） 

意  見 

地域防災計画確認等 

周 知 

意見反映 

事前協議 

回 答 

※8/21 
都市計画審議会（事前説明） 

照 会 

回 答 

協 議 

今回行う手続き 

10/10 

2023/8/21～9/3 

11/24～12/25 

 

2024/1/12 

（2 月上旬） 

















資料２ 

袖ケ浦都市計画生産緑地地区の変更について  

 

１．変更の概要  

 久保田第１５生産緑地地区について、生産緑地地区の指定後３０年を経

過したことにより、買取りの申出が行われましたが、申出後３か月以内に

買取りが行われず、所有権は移転されなかったため、当該生産緑地地区の

全部の行為制限が解除されました。  

  このため、都市計画の変更（当該生産緑地地区の廃止）を行うものです。  

 

 

対象地区 久保田第１５生産緑地地区

面積の増減 △約０．３９ha

土地の区域 袖ケ浦市久保田の一部
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２．生産緑地地区について  

 (1) 生産緑地地区とは  

  生産緑地地区は市街化区域内にある農地等で公害又は災害の防止、農林

漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の形成に役立つ農地等を

計画的に保全するために、農業の継続が可能と認められるものについて指

定しています。  

 

 (2) 生産緑地地区の指定  

  生産緑地地区は、農業が営まれているなど一定の要件を満たす一団の農

地などについて、市が都市計画の手続を経て指定します。ただし、指定に

は、農地の所有者その他の利害関係人全員の同意が必要です。  

 ＜指定要件＞  

  ①  生活環境機能を備え、将来の公共施設用地として適していること。  

  ②  500 ㎡以上の農地等であること。  

  ③  農林漁業の継続が可能であること。  

 

 (3) 指定後の規制、優遇措置等  

  ①  農地等として管理することが義務づけられ、農地以外には利用でき  

なくなります。  

  ②  一定の農業用施設等を除き、建築物などの新築、増改築などの行為

は許可されません。  

  ③  税制上の優遇措置が受けられます。（固定資産税、相続税など。）  

 

 (4)  買取り申出制度（生産緑地法（以下「法」）第 10 条、第 10 条の

5）  

  ①  次の場合に、市長に対して買取りの申出ができます。  

   ア  生産緑地に指定されてから30年経過したとき。  

イ  特定生産緑地に指定されてから10年が経過したとき。  

   ウ  農業の主たる従事者が死亡したとき、又は農業に従事することを

不可能とさせるような故障が生じたとき。  

②  買取りの申出があった場合、市長は生産緑地を時価で買取ることを  

検討します。（法第 11 条）  

    県等に照会した結果、県や市が自ら買取らない場合、市長は他の農  

業従事者にあっせんを行います。  

  ③  買取りの申出から３か月以内に買取りが行われず、所有権が移転し

なかった場合には、管理・行為の制限が解除されることになります。  

    これにより、建築物の建築等が可能となります。（法第 14 条）  
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３．変更案及び縦覧結果について  

 (1) 変更案について  

 

袖ケ浦都市計画生産緑地地区の変更（袖ケ浦市決定）  
袖ケ浦都市計画生産緑地地区中３７号久保田第１５生産緑地地区を次のよ

うに変更する。  

名   称  

面  積  備考 番 

号 
生産緑地名  

３７ 
久保田  

第１５生産緑地地区 
― ha 廃止  △約 0.39ha 

合計 ― ha 廃止  △約 0.39ha 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由：生産緑地地区の指定後３０年経過による行為制限の解除により、都市

計画の変更を行うものである。 

 

 

【変更の内訳総括表】 

今回の変更に関する区域  生産緑地の全体の内訳表  

地区数  追加  廃止  面積の増減  

変更後  変更前  

地区数  合計面積  地区数  合計面積  

１地区  －  約 0.39ha △約 0.39ha 54 地区  約 6.91ha 55 地区  約 7.3ha 
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袖ケ浦都市計画生産緑地地区の変更理由  

 

生産緑地地区は、市街化区域内において農地等を計画的に保全し、良好な

都市環境形成に資することを目的として指定しています。  

 生産緑地地区として指定された農地等は、行為の制限を受けます。  

 しかし、生産緑地地区の指定後３０年を経過したとき又は農業の主たる従

事者が死亡若しくは農業に従事することが不可能になったとき、土地所有者

は市町村長に対し、買取り申出をすることができます。  

 この買取り申出が行われ、地方公共団体等で買取りができない等の事由に

より、申出後３か月以内に所有権が移転しない場合は、行為の制限が解除さ

れます。  

 久保田第１５生産緑地地区について、生産緑地地区の指定後３０年を経過

したことにより、法第１０条に基づく買取りの申出が行われましたが、申出

後３か月以内に買取りが行われず、所有権は移転されませんでした。これに

より法第１４条の行為の制限が解除となったため、当該生産緑地地区を廃止

するものです。  

 

 

都市計画を定める土地の区域  

 袖ケ浦市久保田の一部  
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No.37 久保田第 15 生産緑地地区

 

 

袖ケ浦都市計画生産緑地地区の変更について（袖ケ浦市決定） 

 
計画図 総括図 

1/25,000 
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№65 横田第 18 生産 

袖ケ浦都市計画生産緑地地区の変更について（袖ケ浦市決定） 

 
計画図 

1/2,500 

No.37 久保田第 15 生産緑地地区

 
 

No.38 久保田第 16 生産緑地地区
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 (2) 縦覧結果について  

  縦覧期間：令和５年１２月８日から同月２２日まで  

  縦 覧 者 ：０人  

  意 見 書 ：なし  

 

 

３．今後の予定  

袖ケ浦都市計画生産緑地地区の変更  

事項  時期  備考  

市都市計画審議会（付議）  令和６年１月１２日   

千葉県知事への協議の申出  令和６年１月  予定  

千葉県知事の協議回答  令和６年２月  予定  

都市計画変更の決定告示  令和６年３月  予定  
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番 号

1 奈良輪第１生産緑地地区 約　0.05 ha 

2 坂戸市場第１生産緑地地区 － R５．９．２９　廃止　△約０．０６ha

3 坂戸市場第２生産緑地地区 約　0.07 ha 

4 坂戸市場第３生産緑地地区 － H２９．６．３０　廃止　△約０．０６ha

5 坂戸市場第４生産緑地地区 － H２９．６．３０　廃止　△約０．１８ha

6 坂戸市場第５生産緑地地区 約　0.05 ha 

7 坂戸市場第６生産緑地地区 約　0.16 ha 

8 坂戸市場第７生産緑地地区 － H２９．６．３０　廃止　△約０．４８ha

9 坂戸市場第８生産緑地地区 約　0.42 ha R５．９．２９　一部廃止　△約０．０５ha

10 坂戸市場第９生産緑地地区 － H２９．６．３０　廃止　△約０．３１ha

11 坂戸市場第１０生産緑地地区 約　0.07 ha 

12 坂戸市場第１１生産緑地地区 約　0.05 ha 

13 神納第１生産緑地地区 約　0.06 ha 

14 神納第２生産緑地地区 約　0.12 ha 

15 神納第３生産緑地地区 約　0.14 ha 

16 神納第４生産緑地地区 － Ｈ２０．６．１０ 　廃止　△約０．０６ha

17 神納第５生産緑地地区 約　0.08 ha 

18 神納第６生産緑地地区 約　0.06 ha 

19 蔵波第１生産緑地地区 約　0.19 ha R５．９．２９　一部廃止　△約０．０２ha

20 蔵波第２生産緑地地区 約　0.07 ha 
Ｈ１０．４．２８　一部廃止　△約０．０１ha

R５．９．２９　地積更正　約０．０２ha
　　　　　　　　　一部廃止　△約０．０２ha

21 蔵波第３生産緑地地区 － R５．９．.２９　廃止　△約０．１２ha

22 蔵波第４生産緑地地区 約　0.15 ha 

23 久保田第1生産緑地地区 約　0.14 ha 

24 久保田第２生産緑地地区 約　0.12 ha 

25 久保田第３生産緑地地区 約　0.14 ha 

26 久保田第４生産緑地地区 約　0.17 ha 

27 久保田第５生産緑地地区 約　0.05 ha 

28 久保田第６生産緑地地区 約　0.27 ha R５．９．２９　一部廃止　△約０．０２ha

29 久保田第７生産緑地地区 約　0.10 ha 

30 久保田第８生産緑地地区 約　0.17 ha 

31 久保田第９生産緑地地区 約　0.06 ha 

32 久保田第1０生産緑地地区 約　0.10 ha 

33 久保田第１１生産緑地地区 約　0.08 ha 

34 久保田第１２生産緑地地区 約　0.06 ha 

35 久保田第１３生産緑地地区 約　0.07 ha 

袖ケ浦都市計画生産緑地地区の一覧表

名　　　　　　称
面　　積 備　　　　　　　　考

生　産　緑　地　名
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36 久保田第１４生産緑地地区 － R５．９．２９　廃止　△約０．０７ha

37 久保田第１５生産緑地地区 －
R５．９．２９　一部廃止　△約０．０５ha

R６．３．●　　廃止　△約０．３９ha

38 久保田第１６生産緑地地区 約　0.08 ha 

39 代宿第１生産緑地地区 － R５．９．２９　廃止　△約０．１０ha

40 代宿第２生産緑地地区 － Ｈ１０．４．２８　廃止　△約０．２４ha

41 代宿第３生産緑地地区 － Ｈ１０．４．２８　廃止　△約０．１０ha

42 代宿第４生産緑地地区 － Ｈ１０．４．２８　廃止　△約０．２４ha

43 福王台３丁目第１生産緑地地区 － Ｈ２６．９．３０　廃止　△約０．０５ha

44 福王台４丁目第１生産緑地地区 約　0.05 ha 

45 久保田１丁目第１生産緑地地区 約　0.12 ha 

46 久保田２丁目第１生産緑地地区 約　0.10 ha 

47 今井第１生産緑地地区 約　0.10 ha 

48 横田第１生産緑地地区 約　0.32 ha 

49 横田第２生産緑地地区 約　0.22 ha 

50 横田第３生産緑地地区 約　0.10 ha 

51 横田第４生産緑地地区 約　0.24 ha R５．９．２９　一部廃止　△約０．０５ha

52 横田第５生産緑地地区 － R５．９．２９　廃止　△約０．０５ha

53 横田第６生産緑地地区 約　0.20 ha 

54 横田第７生産緑地地区 － Ｈ１３．３．６　 廃止　△約０．１６ha

55 横田第８生産緑地地区 約　0.09 ha 

56 横田第９生産緑地地区 約　0.21 ha 

57 横田第１０生産緑地地区 約　0.21 ha 

58 横田第１１生産緑地地区 約　0.15 ha 

59 横田第１２生産緑地地区 約　0.05 ha 

60 横田第１３生産緑地地区 約　0.08 ha 

61 横田第１４生産緑地地区 約　0.11 ha 

62 横田第１５生産緑地地区 約　0.11 ha 

63 横田第１６生産緑地地区 約　0.08 ha 

64 横田第１７生産緑地地区 約　0.18 ha 

65 横田第１８生産緑地地区 約　0.21 ha 

66 横田第１９生産緑地地区 約　0.10 ha 

67 横田第２０生産緑地地区 － Ｒ４．９．３０　廃止　△約０．１４ha

68 横田第２１生産緑地地区 約　0.11 ha 

69 横田第２２生産緑地地区 － Ｈ１９．７．３１　 廃止　△約０．０６ha

70 横田第２３生産緑地地区 － Ｈ１９．７．３１　 廃止　△約０．０６ha

71 横田第２４生産緑地地区 約　0.16 ha 

72 坂戸市場第１２生産緑地地区 約　0.07 ha R２．３．３１　指定

73 坂戸市場第１３生産緑地地区 約　0.19 ha R２．３．３１　指定

合計 地区数（５４地区） 約　6.91 ha  



資料３－１ 

 

一般廃棄物処理施設 

建築基準法第５１条ただし書きの許可について 

都市計画区域内では・・・ 

火葬場 卸売市場 ごみ焼却場 
産業廃棄物処理施設 など 

周辺環境に大きく影響を及ぼすおそれのあるもの 

原則（都市計画決定） 

都市計画においてその位置が決定していなければ、 

新築し又は増築してはならない。 

＝
 

例外（ただし書きの許可） 

特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、 

その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、 

新築し又は増築することができる。 

 本案件については、袖ケ浦市都市計画審議会の答申を踏まえ、特定行政庁

である千葉県が許可するものとなります。 

 

【議案概要】（一般廃棄物処理施設） 

許可対象：処理能力が 5t/日を超えるもの 

 

○現状の処理能力 

破砕機① ： 4.56 t/日 

 

○変更後処理能力 

破砕機① ： 9.12 t/日（部品交換による） 

 破砕機② ：308.00 t/日（増設） 

 敷地内計 ：317.12 t/日 ＞ 5 t/日 



処理施設の敷地の位置 

 

 

設置者 敷地の位置 敷地面積 備考 

株式会社君津興業 

代表取締役 古茶 進 

袖ケ浦市林字西下ケ谷 

246 番の一部、246 番 2 の

一部、字東下ケ谷 247 番の

一部、248 番の一部、249

番の一部、250 番の一部 

6,651.85 ㎡ 
市街化調整

区域 

※敷地の位置は、「資料３－４位置図」のとおり。 

 

（理由） 

本敷地は、ＪＲ久留里線東横田駅から東に約 4.5 キロメートル離れた位置に

あり、市街化調整区域に位置している。 

 施設は、幅員９メートルの私道に接しており、車両の通行に支障がなく、 

都市計画上支障がないと認められる。 

 ※主要な搬出入経路については、「資料３－５計画図」のとおり。 
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計画概要書 

 

１ 施設の種類   一般廃棄物処理施設 

 

２ 施設の処理能力 破砕施設 ２基 （処理品目：木くず、草、枝根、竹） 

 ≪変更≫破砕機①         9.12t/日 

≪新設≫破砕機②        308.00t/日 

 

３ 建築物      合計 ２ 棟（新設 ２ 棟） 

 

※施設内の配置図は、「資料３－７配置図」のとおり。 

資料３－３ 



位置図 1：25,000

･･･国道、県道
･･･私道
･･･高速道路
･･･鉄道

凡例

JR久留里線
東横田駅

計画地

国道409号

国道410号

県道24号線
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計画図 1：3,000

国道

私道

搬入車両

搬出車両

凡例

国道409号

私道（幅員９ｍ）

計画地

資料 ３－５



資料３－６ 

- 1 - 

令和５年度第４回袖ケ浦市都市計画審議会「議案第３号」概要 

 

建 築 基 準 法 第 ５ １ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 処 理 施 設  

(一般廃棄物処理施設)の敷地の位置(袖ケ浦市)について 

 

１ 施設の概要 

設置者 株式会社君津興業 代表取締役 古茶 進 

敷地面積 6,651.85 ㎡ 前面道路幅員 ９ｍ 

 

処理施設 

 

破砕施設 計２基（処理品目：木くず、草、枝根、竹） 

破砕機①（変更）  9.12ｔ/日 

破砕機②（新設） 308.00ｔ/日 

 
２ 審査指標 

敷地の位置の適格性 

・ 県及び市の都市計画と整合している。 

・ 申請地は市街化調整区域に位置している。 

・ 近傍に既決定の都市施設はない。 

・ 敷地境界から 100m 以内に学校、病院等がない。 

搬出入計画の妥当性 
・ 主要な搬出入経路は、幅員９m の私道であり、車両の通行に支障がない。 

（搬出入車両は１日あたり最大約 50 台） 

・ 主要な搬出入経路に通学路の指定はない。 
施設計画の妥当性 
・ 建築物は建築基準法及び同法に規定される関係法令に適合している。 

・ 廃棄物処理法に基づき、施設の処理能力の算定が行われ、廃棄物等の保管施設、

処理施設、駐車スペースが適切に配置されている。 

・ 敷地周囲には、人がみだりに立ち入ることができないよう高さ 1.8m の鉄板を設置

し、敷地内に緑地帯を設けることで、周辺に配慮した施設計画としている。 
※環境対策については、生活環境影響調査が実施されており、環境基準を遵守しているこ

とを環境部局に確認している。 



配置図 1：500

計画地の境界線

建築物の輪郭

緑地（678.08㎡、10.19％）

搬入

搬出

【既設】 破砕機①

【新設】 破砕機②

処理前保管場所

処理後保管場所

鉄板1.8m

【凡例】

土地利用計画表

番号 用地 建築面積 割合

① 事務所 9.99㎡ 0.15%

② 倉庫 20.10㎡ 0.31%

計 30.09㎡ 0.46%

①事務所

②倉庫
資料 ３－７

【新設】
破砕機②

【既設】
破砕機①
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袖ケ浦市環境条例 無 -

時間帯 規制値 予測値

朝（6～8時） - -

昼間（8～19時） 60db 60db

夕（19～22時） - -

夜間（22～6時） - -

時間帯 規制値 予測値

朝（6～8時） - -

昼間（8～19時） 60db 51db

夕（19～22時） - -

夜間（22～6時） - -

悪臭防止法 無 -

袖ケ浦市環境条例 有 適合

水質汚濁防止法 無 -

袖ケ浦市環境条例 無 -

【適用除外の理由】
防止法に基づく特定施設に該当しないため。

【適用除外の理由】
条例に基づく規制基準の設定なし。

騒　　音

敷地境界における予測値
[施設稼動時間8時～17時]

振　　動

振動規制法 無

悪　　臭

類似施設の臭気濃度から、規制基準を満足するも
のと判断される。

【適用除外の理由】
防止法に基づく、規制区域に該当しない。

有

無 －

【適用除外の理由】
規制法に基づく、規制区域に該当しない。

【適用除外の理由】
規制法に基づく、規制区域に該当しない。

適合

【適用除外の理由】
条例に基づくばい煙等発生施設に該当しないた
め。

-

無 -

【適用除外の理由】
大気汚染防止法に基づくばい煙等発生施設に該当
しないため。

袖ケ浦市環境条例 適合

敷地境界における予測値
[施設稼動時間8時～17時]

水質汚濁

騒音規制法 無 -

袖ケ浦市環境条例

有

【適用除外の理由】
特別措置法に基づく「ダイオキシン類」を排出す
る特定施設に該当しないため。

大気汚染

大気汚染防止法

ダイオキシン類
対策特別措置法

環境関係法令等との適合状況

廃棄物処理法
第１５条第３項による
生活環境影響調査項目

関係法令等
左欄の
法令等の
適用の有無

規制基準
との

適合状況
備　　考



氏名 選出区分 備考

会長 鬼塚
おにづか

　信弘
のぶひろ

１号委員 木更津工業高等専門学校教授

副会長 磯野
い そ の

　綾
あや

１号委員 千葉工業大学助教

委員 渡邉
わたなべ

　美代子
み よ こ

１号委員 農業委員会委員

委員 城所
きどころ

　秀樹
ひ で き

１号委員 東京ガス㈱袖ケ浦ＬＮＧ基地所長

委員 正能
しょうのう

　俊輔
しゅんすけ

１号委員 東日本旅客鉄道㈱千葉支社企画総務部経営戦略ユニットユニットリーダー

委員 榎本
えのもと

　雅司
ま さ し

２号委員 市議会議長

委員 山口
やまぐち

　進
すすむ

２号委員 市議会建設経済常任委員長

委員 宮田　昌明
みや た ま さ あ き

３号委員 千葉県君津土木事務所長

委員 荒井
あ ら い

　仁
ひとし

３号委員 千葉県君津農業事務所長

委員 髙橋
たかはし

　久
ひさし

４号委員 市の住民

委員 三浦
み う ら

　邦夫
く に お

４号委員 市の住民

＊任期　　令和４年４月１日～令和６年３月３１日まで（２年間）
（ただし、任期途中での委員変更の場合、新委員の任期は前任者の残任期間）

※ １号委員　学識経験のあるもの

２号委員　市議会の議員

３号委員　関係行政機関の職員

４号委員　市の住民

袖ケ浦市都市計画審議会委員名簿

令和5年8月1日



令和５年度第４回都市計画審議会　　座席図

日時：令和６年１月１２日（金）午前１０時から
場所：袖ケ浦市役所中庁舎４階第２委員会室
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